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   令和４年度（２０２２年度）熊本県立高等学校入学者選抜後期（一般） 

選抜追検査及び二次募集における新型コロナウイルス感染症に係る特別 

措置について（通知） 

 このことについて、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、令和４年度（２

０２２年度）熊本県立高等学校入学者選抜において特別措置を新たに設けることと

しました。その概要については下記のとおりです。 

 つきましては、熊本大学教育学部長及び熊本県総務部長にあっては貴所管の中学

校長（特別支援学校長を含む｡)に、熊本市教育長にあっては貴管下の中学校長及び

高等学校長に、各市町村教育委員会指導事務主管課長にあっては貴管下の各中学校

長、義務教育学校長及び特別支援学校長に周知願います。 

なお、令和４年度（２０２２年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項への追加等

詳細につきましてはおって通知いたします。 

おって、新型コロナウイルス感染症については日々情報が更新される状況である

ため、今後状況によっては変更もあり得ることも申し添えます。 

記 

１ 新型コロナウイルス感染症に係る特別措置１ 

令和４年度（２０２２年度）熊本県立高等学校入学者選抜における後期（一

般）選抜の追検査の受検が承認され、追検査当日に新型コロナウイルス感染症の

ため追検査を受検することができなかった者については、追検査受検者対象の二

次募集（定時制課程の二次募集を含む）に、新型コロナウイルス感染症に係る特

別措置１（以下、「特別措置１」という。）による出願ができることとし、各学

様 



校が定める選抜方法により選抜を行う。また、特別措置１に限り、後期（一般）

選抜の追検査受検願を提出した高等学校の同一課程の同一学科・コースにおいて

追検査受検者対象の二次募集が実施される場合は、当該高等学校の同一課程の同

一学科・コースへ出願することができるものとする。 

２ 新型コロナウイルス感染症に係る特別措置２ 

令和４年度（２０２２年度）熊本県立高等学校入学者選抜における全日制課程

及び定時制課程の二次募集（追検査対象の二次募集及び特別措置１を含む）の検

査実施日に新型コロナウイルス感染症のため面接等を受検することができなかっ

た者については、調査書等の書類（後期（一般）選抜における学力検査（追検査

を含む）を受検している場合はその結果を含めることができる）により選抜を行

う。選抜方法は各学校が定める。 
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